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玖珠町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和３年５月１０日（月曜日） 午後１時３０分 

 

２． 開催場所 玖珠町役場 ３階 大会議室 

 

３． 出席農業委員 

１番 繁田 富男  ２番 島津 益夫  ３番 （欠番） 

４番 園田 恭子  ５番 （欠席） 

６番 河野千代美（副会長）  ７番 安藤 慎八（会長） 

 

４．出席農地利用最適化推進委員 

       １番 小雲 基廣  ２番 （欠席）  ３番 衞藤 榮一 

４番 梅木 隆富  ５番 藤原 善和  ６番 飯田 久夫 

７番 高倉 利子  ８番 飯田 久夫  ９番 秋好 清広 

１０番 帆足 智己 １１番 衞藤 和敏 １２番 栁井田英徳 

 

５．議事日程 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

       議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

                      

      報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第２号 農地法第１８条合意解約通知書について 

       報告第３号 農地所有適格法人に係る要件適格届出書について 

          

その他    

 

６．出席農業委員会事務局職員 

事務局長  藤原 八栄    主幹（統括） 井野 俊夫 

主査    島津 智美    主査     繁田 寿美 
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７．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

今日は、農繁期のお忙しい中、お集まりいただきありがとうござ

います。 

定例総会の開催に先立ちまして、すでに通知文書でお伝えしてお

りましたが、秋吉農業委員が、病気のため辞任願を提出され、先月

２８日に農業委員のみを招集し、臨時総会を開催いたしました。 

そこで、秋吉委員の、農業委員の辞任の同意を行い、その後、町

長への報告を行いまして、４月３０日付けでの辞任となりましたこ

とをご報告いたします。 

なお、農業委員が１名欠員となりますが、詳細につきましては、

後ほど、協議・連絡事項のところで説明いたします。 

それでは今より令和３年５月定例総会を開催します。新型コロナ

ウイルス感染拡大の予防のため、消毒・検温・マスクの着用に、引

き続きご協力よろしくいたします。 

それでは、着席して進めさせていただきます。 

それでは、安藤会長あいさつをお願いします。 

 

（あいさつ） 

 

ありがとうございました。 

それでは、会を進めさせていただきます。農業委員定数６名に対

して、５名の出席です。玖珠町農業委員会会議規則第６条の規定に

より、会議が成立していることを報告します。次に、議案に上程い

たしました案件について質疑等がございましたら、議長の承認のう

え発言をお願いします。 

 また、総会の開催中は携帯電話をお切りください。 

それでは、議長の選出ですが、会議規則第４条の規定により会長

が議長となります。以後の議事の進行につきましては、安藤会長よ

ろしくお願いします。 

  

本日の議事録署名人を指名します。議事録署名人に、６番副会長、

１番委員よろしくお願いします。 

なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、議決権はあり

ませんが、質疑等ございましたら、各議事の中で、ご意見をお願い

します。 

それでは議事に入ります。議案第１号農地法第３条の規定による
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可申請について、事務局説明をお願いします。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてです。  

 番号１、大字戸畑字冷水○○○○番、登記簿地目は田、面積は１，

１１０㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○の○○○○さん、

譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲渡人の要望で、

売買です。担当委員は、１番委員です。 

 番号２、大字大隈字四行釣○○○番○、登記簿地目は田、面積は

２，２７３㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○の○○○さ

ん、譲受人は、○○の○○○さんです。申請事由は、譲渡人の要望

で、売買です。担当委員は、１番委員です。 

 番号３、大字戸畑字新田○○○○番、登記簿地目は田、面積は９

０９㎡です。３条の有償移転で、譲渡人は、○○県の○○○○さん、

譲受人は、○○の○○○○さんです。申請事由は、譲渡人の要望で、

売買です。担当委員は、７番会長です。 

以上３件です。 

 

 それでは、担当委員の説明ですが、 

番号１、２ を１番委員、 

番号３ を私が説明します。 

 また、農業委員の報告の後に、推進委員、報告をよろしくお願い

します。 

 

 それでは、番号１の調査結果を報告します。４月２０日に、譲渡

人と譲受人、推進委員と事務局とで現地を確認しました。土地の所

在は、○○公民館から北西約５００ｍに行った山つきのところに位

置しております。面積は１，１１０㎡です。水稲栽培を中心とした

専業農家の譲受人が取得し、耕作する計画です。現況は田で、水稲

を作付する計画です。権利の内容は所有権の移転です。双方の話合

いによる農地の異動です。譲受人の経営農地は４０ａ以上あり、通

作距離は約５００ｍで耕作可能です。譲受人の経営農地はすべて耕

作されており、農機具の所有状況は、トラクター、コンバイン、田

植え機などを所有しており、農業従事者は本人と常時雇用の人の２

名がおり、取得後の耕作に問題ありません。 

 番号２の調査結果を報告します。４月３０日に、譲渡人と譲受人

と、推進委員とで現地を確認しました。土地の所在は、国道○○○
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農業委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

号線から○○○○に抜ける道へ約１００ｍのところに位置してい

ます。面積は２，２７３㎡です。権利の内容は所有権の移転です。

譲渡人が高齢のためによる農地の異動です。水稲栽培を中心として

専業農家の譲受人が取得し耕作する予定です。現況は田で、水稲を

作付する計画です。譲受人の経営農地は４０ａ以上あり、通作距離

は約７００ｍです。譲受人の経営農地はすべて耕作されており、農

機具の所有状況は、トラクターと共同所有の田植え機、コンバイン

があり、農業従事者は本人と奥さんがおり、取得後の耕作に問題あ

りません。 

 

 番号３について調査結果を説明します。４月２６日、譲受人と推

進委員と私で現地を確認しました。土地の所在は、大字戸畑字新田

○○○○番、面積は９０９㎡です。○○○駅より、○○○方面に約

５００ｍのところ、大雨で水害を受けた近くです。３条の有償移転

で、所有権の移転です。譲受人が今まで耕作してきましたが、譲渡

人が○○在住のため、今回の申請に至ったようです。譲受人は専業

農家で、主に畜産をされています。譲受人の経営農地はすべて耕作

されており、農機具の所有状況は、トラクター、田植え機などを所

有しており、農業従事者は本人他３名がおり、取得後の耕作に問題

ありません。河川工事がまだ終わっていないため、終わり次第農作

物を作付する予定です。 

 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

 質疑がなければ採決をとります。議案第１号農地法第３条の規定

による許可申請にについて、原案どおり賛成の方の挙手をお願いし

ます。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第１号農地法第３条の規定による許可申請に

について、原案どおり許可します。 

次に、議案第２号農用地利用集積計画の決定について、事務局説

明お願いします。 

 

議案第２号農用地利用集積計画についてです。別冊の議案第２号
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議長 

 

議長 

 

 

農業委員 

 

議長 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

事務局 

の最後のページをご覧ください。 

利用権の設定の新規ですが、 

３年未満 が ２件で ２，７７４㎡ 

３年～５年が１４件で３９，５０９㎡ 

６年～９年が １件で ５，５３２㎡ 

１０年以上が１１件で２５，４４７．０２㎡ 

合計で ２９件 ７３，２６２．０２㎡です。 

 以上で報告を終わります。 

 

質疑はありますか。 

 

無いようでしたら、ご承認をお願いします。承認される方は挙手

をお願いします。 

 

（挙手） 

 

全員賛成です。議案第２号については、原案どおり承認します。 

 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

引き続き、報告事項等について事務局説明をお願いします。 

 

報告第１号です。農地法第３条の３第１項の規定による届出書が

３件提出されています。 

報告第２号です。農地法第１８条合意解約通知書について８件提

出されております。内容については、ご一読ください。 

報告第３号です。農地所有適格法人に係る要件適格届出書が１社

提出されています。○○○○○○○株式会社については、４月２８

日に、役員の○○氏、○○氏と、副会長と事務局で内容の確認を行

いました。農地所有適格法人の要件を満たしていることを報告しま

す。 

 

何か質疑はありませんか。 

 

無ければ、協議・連絡事項について事務局説明をお願いします。 

 

農業委員の欠員についてですが、秋吉農業委員の辞職により、農
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議長 

 

議長 

 

業委員は１名欠員となりました。 

農業委員の欠員募集については、玖珠町農業委員の選任に関する

規程を４月に一部改正を行い、農業委員の１名の欠員は必ず補充し

ないといけないという規定から努力義務となっております。任期が

残り１年を切っており、再募集をした場合、任期が数か月しかない

ことから、町長や会長と協議して、補充は行わないことと判断して

おります。農業委員の担当地区については、１番から順次お願いす

る形となりますので、よろしくお願いします。 

 

その他、委員から何かありましたらお願いします。 

 

それでは以上をもちまして玖珠町農業委員会５月定例総会を閉

会します。 

 


